
○
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
三
号

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
十
四
条
第

一
項
第
三
号
、
第
二
十
七
条
第
三
項
第
二
号
、
第
二
十
八
条
の
三
、
第
四
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
四
号
及
び
第
四
十
三
条

の
三
の
十
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則

等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
二
月
二
十
日

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長

更
田

豊
志

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
則
の
一
部
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
表
に
よ
り
改
正
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
改
正

前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に

改
め
る
も
の
と
す
る
。

一

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
総
理
府



令
第
十
一
号
）

別
表
第
一

二

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力

規
制
委
員
会
規
則
第
五
号
）

別
表
第
二

三

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第

六
号
）

別
表
第
三

四

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五

年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
九
号
）

別
表
第
四

五

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員

会
規
則
第
十
号
）

別
表
第
五

六

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制

委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
）

別
表
第
六

七

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会

規
則
第
二
十
三
号
）

別
表
第
七



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
又
は
設
置
に
着
手
さ
れ
て
い
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
（
核
原
料
物
質

、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原

子
炉
等
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
試
験
炉
設
置
許
可
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条

第
二
項
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す

る
規
則
（
以
下
「
新
試
験
炉
設
工
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
二
第
二
項
及
び
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
試
験

研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
（
以
下
「
経
過
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



一

経
過
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
次
に
掲
げ
る
許
可
、
認
可
及
び
検
査

イ

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
（
新
試
験
炉
設
置
許
可
基
準
規
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
適

合
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ

法
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
新
試
験
炉
設
工
基
準
規
則
第
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規

定
に
適
合
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
検
査
（
ロ
の
認
可
を
受
け
た
設
計
及
び
方
法
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
工
事
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

二

前
号
ハ
の
検
査
に
合
格
し
た
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設

第
三
条

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
又
は
設
置
に
着
手
さ
れ
て
い
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
（
法
第
四
十
三
条
の
三

の
五
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
発
電
用
原
子
炉
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
実

用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
実
用
炉
設
置
許
可
基

準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基

準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
実
用
炉
技
術
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
二
項
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
研



究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
研
開
炉
設

置
許
可
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
二
項
及
び
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ

の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
新
研
開
炉
技
術
基
準
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
経
過
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

一

経
過
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
次
に
掲
げ
る
許
可
、
認
可
及
び
検
査

イ

法
第
四
十
三
条
の
三
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
（
新
実
用
炉
設
置
許
可
基
準
規
則
第
九
条
第
二
項
又

は
新
研
開
炉
設
置
許
可
基
準
規
則
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ

法
第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
（
新
実
用
炉
技
術
基
準
規
則
第
十
二
条
第
二
項

又
は
新
研
開
炉
技
術
基
準
規
則
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ

法
第
四
十
三
条
の
三
の
十
一
第
一
項
の
検
査
（
ロ
の
認
可
を
受
け
た
工
事
の
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
工
事
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）

二

前
号
ハ
の
検
査
に
合
格
し
た
発
電
用
原
子
炉
施
設



第
四
条

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
施
設
に
着
手
し
た
工
事
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
法
第
二
十
七
条
第
一

項
及
び
第
四
十
三
条
の
三
の
九
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
を
行
っ
て
い
る
者
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
後
に
お
い
て
も

引
き
続
き
そ
の
工
事
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。



の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
一

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則

改

正

後

改

正

前

（

に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（

に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

溢
水

溢
水

第
十
三
条
の
二

［
略
］

第
十
三
条
の
二

［
同
上
］

２

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
が
、
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
内
の

２

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
が
、
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
内
の

放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
を
内
包
す
る
容
器
、
配
管
そ
の
他
の
設
備
か
ら
放

放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
を
内
包
す
る
容
器
又
は
配
管
の
破
損
に
よ
り
当
該

射
性
物
質
を
含
む
液
体
が
あ
ふ
れ
出
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
液
体

容
器
又
は
配
管
か
ら
放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
が
あ
ふ
れ
出
る
お
そ
れ
が
あ

が
管
理
区
域
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講

る
場
合
は
、
当
該
液
体
が
管
理
区
域
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
二

改

正

後

改

正

前

（
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
等
）

（
溢
水
に
よ
る
損
傷
の
防
止
等
）

第
九
条

［
略
］

第
九
条

［
同
上
］

２

設
計
基
準
対
象
施
設
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
の
放
射
性
物
質
を
含
む

２

設
計
基
準
対
象
施
設
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
の
放
射
性
物
質
を
含
む

液
体
を
内
包
す
る
容
器
、
配
管
そ
の
他
の
設
備
か
ら
放
射
性
物
質
を
含
む
液

液
体
を
内
包
す
る
容
器
又
は
配
管
の
破
損
に
よ
っ
て
当
該
容
器
又
は
配
管
か

体
が
あ
ふ
れ
出
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
液
体
が
管
理
区
域
外
へ
漏
え
い
し

ら
放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
が
あ
ふ
れ
出
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
液
体
が

な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

管
理
区
域
外
へ
漏
え
い
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



別
表
第
三

実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

第
十
二
条

［
略
］

第
十
二
条

［
同
上
］

２

設
計
基
準
対
象
施
設
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
の
放
射
性
物
質
を
含
む
液

２

設
計
基
準
対
象
施
設
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
の
放
射
性
物
質
を
含
む
液

体
を
内
包
す
る
容
器
、
配
管
そ
の
他
の
設
備
か
ら
放
射
性
物
質
を
含
む
液
体

体
を
内
包
す
る
容
器
又
は
配
管
の
破
損
に
よ
り
当
該
容
器
又
は
配
管
か
ら
放

が
あ
ふ
れ
出
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
液
体
が
管
理
区
域
外
へ
漏
え

射
性
物
質
を
含
む
液
体
が
あ
ふ
れ
出
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
液
体

い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
管
理
区
域
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講

。

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



別
表
第
四

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（

に
よ
る
損
傷
の
防
止
等
）

（

に
よ
る
損
傷
の
防
止
等
）

溢
水

溢
水

第
九
条

［
略
］

第
九
条

［
同
上
］

２

設
計
基
準
対
象
施
設
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
の
放
射
性
物
質
を
含
む

２

設
計
基
準
対
象
施
設
は
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
の
放
射
性
物
質
を
含
む

液
体
を
内
包
す
る
容
器
、
配
管
そ
の
他
の
設
備
か
ら
放
射
性
物
質
を
含
む
液

液
体
を
内
包
す
る
容
器
又
は
配
管
の
破
損
に
よ
っ
て
当
該
容
器
又
は
配
管
か

体
が
あ
ふ
れ
出
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
液
体
が
管
理
区
域
外
へ
漏
え
い
し

ら
放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
が
あ
ふ
れ
出
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
液
体
が

な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

管
理
区
域
外
へ
漏
え
い
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



別
表
第
五

研
究
開
発
段
階
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

改

正

後

改

正

前

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
に
お
け
る
溢
水
等
に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

第
十
二
条

［
略
］

第
十
二
条

［
同
上
］

２

設
計
基
準
対
象
施
設
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
の
放
射
性
物
質
を
含
む
液

２

設
計
基
準
対
象
施
設
が
発
電
用
原
子
炉
施
設
内
の
放
射
性
物
質
を
含
む
液

体
を
内
包
す
る
容
器
、
配
管
そ
の
他
の
設
備
か
ら
放
射
性
物
質
を
含
む
液
体

体
を
内
包
す
る
容
器
又
は
配
管
の
破
損
に
よ
り
当
該
容
器
又
は
配
管
か
ら
放

が
あ
ふ
れ
出
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
液
体
が
管
理
区
域
外
へ
漏
え

射
性
物
質
を
含
む
液
体
が
あ
ふ
れ
出
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
液
体

い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
管
理
区
域
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講

。

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



別
表
第
六

の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則

改

正

後

改

正

前

（

に
よ
る
損
傷
の
防
止
等
）

（

に
よ
る
損
傷
の
防
止
等
）

溢
水

溢
水

第
九
条

［
略
］

第
九
条

［
同
上
］

２

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
内
の

２

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
内
の

放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
を
内
包
す
る
容
器
、
配
管
そ
の
他
の
設
備
か
ら
放

放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
を
内
包
す
る
容
器
又
は
配
管
の
破
損
に
よ
っ
て
当

射
性
物
質
を
含
む
液
体
が
あ
ふ
れ
出
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
液
体
が
管
理

該
容
器
又
は
配
管
か
ら
放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
が
あ
ふ
れ
出
た
場
合
に
お

区
域
外
へ
漏
え
い
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
て
、
当
該
液
体
が
管
理
区
域
外
へ
漏
え
い
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



別
表
第
七

の
一
部
改
正
に
関
す
る
表
（
第
一
条
関
係
）

試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
性
能
に
係
る
技
術
基
準
に
関
す
る
規
則

改

正

後

改

正

前

（

に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

（

に
よ
る
損
傷
の
防
止
）

溢
水

溢
水

第
十
七
条

［
略
］

第
十
七
条

［
同
上
］

２

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
内
の

２

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
は
、
当
該
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
内
の

放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
を
内
包
す
る
容
器
、
配
管
そ
の
他
の
設
備
か
ら
放

放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
を
内
包
す
る
容
器
又
は
配
管
の
破
損
に
よ
り
当
該

射
性
物
質
を
含
む
液
体
が
あ
ふ
れ
出
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当

容
器
又
は
配
管
か
ら
放
射
性
物
質
を
含
む
液
体
が
あ
ふ
れ
出
る
お
そ
れ
が
あ

該
液
体
が
管
理
区
域
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
液
体
が
管
理
区
域
外
へ
漏
え
い
す
る
こ
と
を
防
止

置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


